
 

 

令和７年度第２回愛媛県新居浜・西条構想区域地域医療構想調整会議 次第 

 

 

日時：令和８年１月 28日（水）19：00～ 

場所：東予地方局 ７階 大会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 

（１）外来医療（かかりつけ医機能の確保）に係る協議の場について 

（２）2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る検討に 

ついて 

（３）医療と介護の効率的な連携方法について【非公開】 

（４）外来機能報告（紹介受診重点医療機関）について【非公開】 

 

３ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配布資料】 

資料１   外来医療（かかりつけ医機能の確保）に係る協議の場について 

資料２  2040年を見据えたがん医療提供体制の均てん化・集約化に係る検討について 

 



令和７年度第２回 愛媛県新居浜・西条構想区域地域医療構想調整会議 
出席者名簿 

 
所属・役職 委員名 出欠 代理出席者 随行者 

一般社団法人新居浜市医師会長 加藤 正隆 出席   
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愛媛県立新居浜病院長 堀内 淳 出席  
宮﨑 浩志 
（事務局長） 
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伊藤 朋子 
（事務部長） 
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済生会西条病院長 
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西条中央病院長 大蔵 隆文 出席  
島本 智之 
（事務部長） 

社会医療法人社団更生会 
村上記念病院長 
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常務理事 

土岐 正和 （欠席）   

新居浜市福祉部長 久枝 庄三 出席  
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（福祉部統括次長） 

西条市こども健康部長 吉井 靖仁 代理出席 
健康医療推進課長 
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愛媛県西条保健所長 武方 誠二 出席   

＜愛媛県地域医療アドバイザー＞ 

一般社団法人愛媛県医師会 
顧問（久野内科院長） 

久野 梧郎 Web 出席  
 
 

一般社団法人愛媛県医師会 
常任理事（上甲整形外科院長） 
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＜オブザーバー＞ 

愛媛大学医学部附属病院長 杉山 隆 Web出席  
 
 

 



愛媛県新居浜・西条構想区域地域医療構想調整会議設置要綱 

 

 

（設置） 

第１条 新居浜・西条構想区域の医療提供体制を確保することを目的に、新居浜・西条構想

区域における地域医療構想の策定及び実現に向けた関係者との協議及び調整等を行うため、

愛媛県新居浜・西条構想区域地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置

する。 

（任務） 

第２条 調整会議では、次に掲げる事項について協議及び調整等を行う。 

(1) 地域医療構想の策定及び実現に関する事項 

(2) 構想区域内における医療提供体制の課題に関する事項 

(3) 医療計画に関する事項 

(4) その他目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 調整会議は、委員25人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから愛媛県東予

地方局長が委嘱し、又は任命する。 

  一 郡市医師会の代表者 

  二 歯科医師会の代表者 

  三 薬剤師会の代表者 

  四 看護関係者の代表者 

  五 介護関係者の代表者 

  六 医療機関の代表者 

  七 保険者の代表者 

  八 市町の代表者 

  九 保健所の代表者 

  十 その他議長が必要と認めた者 

２ 調整会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

３ 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。 

４ 議長は、あらかじめ副議長を指名することとし、必要に応じて副議長がその職務を代行

する。 

（任期） 

第４条 調整会議の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 



（会議） 

第５条 調整会議は、議長が必要の都度招集し、これを主宰する。 

２ 議長は、必要に応じて調整会議に委員以外の者を出席させることができるほか、一部の

委員及び有識者等からなる部会を設置し特定課題の検討を行わせることができる。 

（代理出席） 

第６条 委員は、やむを得ない事情により調整会議に出席できないときは、代理者を出席さ

せることができる。 

２ 代理者は、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とする。 

３ 第１項の代理者は、委員とみなす。 

（事務局） 

第７条 調整会議の事務局は、西条保健所企画課に置く。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、地方局長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27年６月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28年７月５日から施行する。 
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